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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セパレーター層、粘着層、保護層及びアプリケーター層がこの順に積層されてなり、セパ
レーター層と粘着層との間及び保護層とアプリケーター層との間が剥離可能なように積層
されている転写型保護膜形成用シートであって、保護層が２～２０μｍの厚さを有し、１
５０～４００％の伸び率を示す樹脂層であることを特徴とする転写型保護膜形成用シート
。
【請求項２】
保護層が、ポリウレタン樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂
、アクリル樹脂及びこれらの混合物から選択される一種以上の樹脂からなる請求項１に記
載の転写型保護膜形成用シート。
【請求項３】
保護層が、ポリ塩化ビニル樹脂、塩化ビニル／酢酸ビニルコポリマー、セルロースエステ
ル誘導体、セルロースエーテル誘導体及びこれらの混合物から選択される一種以上の樹脂
と、可塑剤及び／またはゴム材料とからなることを特徴とする請求項１に記載の転写型保
護膜形成用シート。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種表示物、印刷物、写真等の表面を保護するための保護被膜層を形成するた
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めの保護膜形成用シートに係わり、より詳細には保護対象物の表面の質感を損なわず、ま
た保護対象物を屈曲させて使用、保管等した場合も保護膜にしわを生じることがない転写
型の保護膜形成用シートに関する。
【０００２】
【従来の技術】
印刷製版工程で使用される原版、広告、標識用等の各種印刷法等により形成された表示物
、写真等の表面の汚れや傷を防止する目的で表面保護フィルムが用いられている。
【０００３】
このような保護フィルムとしては、従来から透明なプラスチックフィルムに粘着層を設け
て保護対象物に貼付できるようにしたものが使用されている。ところがこのような保護フ
ィルムには比較的厚いフィルムが用いられるため、保護対象物の表面に貼付するとその表
面の質感は保護フィルムのものとなってしまい、保護対象物の質感が失われてしまう。
【０００４】
これに対し、保護層をごく薄いものとして上記のような欠点を解消するため、セパレータ
ー層、粘着層、保護層及びアプリケーター層がこの順に積層されてなり、セパレーター層
と粘着層との間及び保護層とアプリケーター層との間が剥離可能なように積層されている
転写型保護膜形成用シートが開発されている。
【０００５】
このような転写型保護膜形成用シートによれば、セパレーター層を剥離して粘着層を保護
対象物上に貼付し、その後アプリケーター層を剥離することにより、粘着層により保護対
象物上に貼付された保護層が得られる。保護層はアプリケーターと一体の状態で取り扱わ
れるので、かなり薄い保護層を使用することができ、上記の目的を一応達成している。
【０００６】
ところが保護層をかなり薄いものとしても、保護層の貼付後に保護対象物を屈曲させて使
用、保存等すると保護層にしわが発生することがあり、このような保護層は、柔軟な材料
からなる表面保護対象物には不適当なものであった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明の目的は、保護層を貼付後に保護対象表面を屈曲させてもしわ等が形成され
にくく、柔軟な材料からなる保護対象物に適した、上記のような転写型の保護膜形成用シ
ートを提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明者らの検討の結果、上記のような転写型の保護膜形成用シートにおいて、保護層を
特定の厚さのものとし、一定の伸びを示すような材料から構成することにより、上記のよ
うに貼付後に保護対象表面を屈曲させても容易にはしわ等が形成されない保護膜が得られ
ることが判明した。
【０００９】
従って本発明は、セパレーター層、粘着層、保護層及びアプリケーター層がこの順に積層
されてなり、セパレーター層と粘着層との間及び保護層とアプリケーター層との間が剥離
可能なように積層されている転写型保護膜形成用シートであって、保護層が２～２０μｍ
の厚さを有し、１５０～４００％の伸び率を示す樹脂層であることを特徴とする転写型保
護膜形成用シートを提供するものである。
【００１０】
本発明の転写型保護膜形成用シートにおいては、保護層は好ましくはポリウレタン樹脂、
塩化ビニリデン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂及びこれらの混
合物から選択される一種以上の樹脂、またはポリ塩化ビニル樹脂、塩化ビニル／酢酸ビニ
ルコポリマー、セルロースエステル誘導体、セルロースエーテル誘導体及びこれらの混合
物から選択される一種以上の樹脂と、可塑剤及び／またはゴム材料とからなる。
【００１１】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の保護膜形成用シートについて具体的に説明する。
【００１２】
本発明の保護膜形成用シートは、図１に概略的に断面を示す通り、セパレーター層１、粘
着層２、保護層３及びアプリケーター層４をこの順に積層したものである。
【００１３】
　アプリケーター層４としては、一般的な透明または不透明のフィルム、例えばポリエス
テル、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン
、トリアセチルセルロース、ポリ塩化ビニル、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリアミド
、ポリイミド、塩化ビニリデン－塩化ビニル共重合体等の合成樹脂フィルム、紙あるいは
紙と前記樹脂フィルムとの複合フィルム等が使用できる。
【００１４】
さらに必要に応じて保護層との離型性を向上させるために、保護層貼付面に離型処理を行
ってもよい。例えば、ポリエチレンワックスやシリコーン離型剤が塗布された上記のよう
なフィルム等とすることができる。
【００１５】
またアプリケーター層が薄い場合には、アプリケーター層の保護層を設けた側とは反対の
面にカール防止のためのバッキング処理等のコーティングを施してもよい。
【００１６】
　アプリケーター層４の厚さは特に限定されず、材質及びその可撓性を考慮して貼付時等
の良好な作業性が得られるように適宜選択することができ、例えば４～２５０μｍ程度の
厚さのものが好ましく使用される。
【００１７】
粘着層２にはアクリル系、ゴム系等の公知の透明粘着剤が使用できる。本発明のシートは
画像等の保護のための保護被膜の形成を目的としていることから、粘着剤も透明でそれ自
体高い耐候性を有していることが望ましい。そのような粘着剤としては、ウレタン架橋性
またはエポキシ架橋性の高分子量のアクリル系の粘着剤が適している。
【００１８】
アクリル系粘着剤に用いられるアクリルモノマーとしては、メチルアクリレート、エチル
アクリレート、プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ブチルアクリレート
、イソブチルアクリレート、２－メチルブチルアクリレート、２－エチルブチルアクリレ
ート、３－メチルブチルアクリレート、１、３－ジメチルブチルアクリレート、ペンチル
アクリレート、３－ペンチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシル
アクリレート、ヘプチルアクリレート、２－ヘプチルアクリレート、オクチルアクリレー
ト、２－オクチルアクリレート、ノニルアクリレート等のアルキルエステルモノマー；２
－エトキシエチルエチルアクリレート、３－エトキシプロピルアクリレート、２－エトキ
シブチルアクリレート、３－メトキシブチルアクリレート、２－エトキシエチルアクリレ
ート、３－メトキシプロピルアクリレート等のアルコキシアルキルエステルモノマー；ポ
リビニルメチルエーテル等が挙げられ、ホモポリマーとしたときのガラス転移温度が－３
℃から－７５℃の範囲となるアクリレートモノマーを主体とすることが好ましい。
【００１９】
粘着層２の厚みは一般には２～３０μｍ、好ましくは２～１０μｍ程度の範囲である。
【００２０】
粘着層２には必要に応じて消泡剤、レベリング剤、ＵＶ吸収剤、光安定剤、顔料等を添加
してもよい。
【００２１】
粘着層の接着力は、粘着層を凝集破壊して剥離させるのに必要な力として定義される凝集
力で表して、好ましくは３００～２０００ｇ／インチ、より好ましくは５００～１５００
ｇ／インチ程度のものとする。この値が２０００ｇ／ｉｎｃｈよりも大きくなると、ラミ
ネートの際に空気泡を抱きこみ易く、得られる画像の品位は低下し、３００ｇ／ｉｎｃｈ
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よりも小さいと保護被覆材料の保存時に粘着剤がマイグレーションして保護被覆材料から
溶出してくるおそれがある。
【００２２】
尚、本発明でいう粘着層の凝集力とは、粘着剤が塗布された２枚のフィルムを線圧２ｋｇ
／３０ｃｍ程度のゴムローラーを使用し、必要により加熱を行って張り合せ、それにより
得られた積層フィルムを引っ張り試験機にて常温で３ｃｍ／ｓｅｃの剥離速度で１８０°
の角度で剥離することにより、粘着層を凝集破壊させて剥離させるのに必要な力を意味す
る。凝集力を測定する際に用いるフィルムとしては非剥離性のフィルムを使用する。
【００２３】
保護層３は保護被膜となる層であり、伸び率の値が１５０～４００％、好ましくは２００
～３５０％である樹脂材料からなる。伸び率の値が１５０％未満であると本発明の目的を
達成するのに不十分であり、４００％を越えると保護被膜形成用シートの製造が困難にな
る。
【００２４】
尚、本発明にいう保護層の伸び率は、当該保護層を別途フィルムとして作成し、ＪＩＳ　
Ｃ　２３１８　６．３．３の試験方法により測定された伸び率をいう。即ち、定速緊張型
引張試験機を用い、幅１５ｍｍ、長さ約２００ｍｍのフィルム試験片を試験機のつかみの
間隔を約１００ｍｍとしてつかみに取り付け、1分間に約２００ｍｍの速さで引張り、切
断したときの伸びを測定して算出されるものである。
【００２５】
このような樹脂としては、本来良好な伸びを示す樹脂、可塑剤及び／またはゴム材料を添
加混合することにより伸びを大きいものとした樹脂等を使用することができる。
【００２６】
本来良好な伸びを示す樹脂としては、ポリウレタン樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリアミ
ド樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、これらの混合物等が挙げられる。これらの樹
脂については、樹脂により分子量を適当に選択することにより上記のような伸びのフィル
ムを得ることができる。
【００２７】
また可塑剤及び／またはゴム材料を混合することにより伸びを大きいものとした樹脂のベ
ースとなる樹脂としては、ポリ塩化ビニル樹脂、塩化ビニル／酢酸ビニルコポリマー、メ
チルセルロース、エチルセルロース、メチルエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロース、アセチルセルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、ニトロセルロ
ース等のセルロース誘導体、これらの混合物等を好ましく使用することができる。
【００２８】
上記のような樹脂に添加される可塑剤としては通常の可塑剤を使用することができ、ジオ
クチルフタレート、ジイソデシルフタレート、リン酸トリオクチル等を挙げることができ
る。これらは単独であるいは混合物として使用できる。可塑剤の添加量は、樹脂及び可塑
剤の種類によっても変化するが、一般的には樹脂１００重量部に対して２重量部以上、好
ましくは３重量部以上、より好ましくは５重量部以上であり、上限としては６０重量部程
度である。２重量部未満では十分な伸びが得られず、６０重量部程度を越える添加量では
伸びを大きくする効果が頭打ちとなり、コスト面から好ましくない。樹脂１００重量部に
対して、樹脂がポリ塩化ビニル樹脂の場合は２０重量部以上、セルロース誘導体の場合は
５重量部以上、アクリル樹脂の場合は３重量部以上の可塑剤を添加することが好ましい。
【００２９】
上記のような樹脂に添加されるゴム材料としては通常の天然ゴム及び合成ゴムを使用でき
るが、ニトリルゴム、天然ゴム、環化ゴム等を好ましく使用できる。ゴム材料の添加量は
樹脂の種類、分子量、ゴムの種類等によっても変化するが、一般には樹脂成分及びゴム材
料全体に対して１０～５０重量％、好ましくは２０～４０重量％程度である。１０重量％
未満では十分な伸びの増加が得られず、５０重量％を越えて添加しても伸びを増加させる
効果の向上は殆ど見られないのでコスト面から好ましくない。
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【００３０】
尚、保護層とアプリケーター層の剥離において、剥離を一旦中止して再度剥離を始めると
その中止して再開した場所に線状の形跡（ストップパターン）が発生しやすく、好ましく
ない。このようなストップパターンは上記のような保護層の組成にセルロースエーテル誘
導体を添加することにより軽減することができる。ストップパターンを防止するためのセ
ルロースエーテル誘導体の添加量は樹脂全体に対して一般的には１～５重量％、好ましく
は２～４重量％である。１％未満ではストップパターンを防止する効果が得られず、５％
を越えて添加してもその効果の向上は殆ど見られず、コストが高くなり好ましくない。
【００３１】
上記のような保護層樹脂あるいは樹脂組成物には必要に応じて消泡剤、レベリング剤、Ｕ
Ｖ吸収剤、光安定剤、顔料等の添加物を添加してもよい。例えば、滑性向上のために天然
ワックス、ポリオレフィン等の合成ワックス、シリコーン等の易滑剤を全量に対して０．
１～３．０重量部添加したり、表面保護膜形成時のアプリケーター層の剥離性を考慮して
フッ素系界面活性剤、シリコーン等の離型剤を全量に対して０．０１～５．０重量部の範
囲で添加することができる。画像保護の観点からは、ＵＶ吸収剤、光安定剤等を含むこと
が特に好ましく、ヒンダードアミン系光安定剤（例えば日本チバガイギー社製、ＴＩＮＵ
ＶＩＮ等）を特に好ましく使用できる。
【００３２】
保護層３の厚みはできるだけ薄い方が好ましいが、製造上の観点から約２μｍ以上であり
、上述の本発明の目的を達成するためには２０μｍ以下とする。より好ましくは、２～１
０μｍの範囲のものを使用する。
【００３３】
　セパレーター層１としては、アプリケーター層４と同様の透明または不透明のフィルム
、例えばポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエチレン
、ポリプロピレン、トリアセチルセルロース、ポリ塩化ビニル、アクリル、ポリスチレン
、ポリアミド、ポリイミド、塩化ビニリデン－塩化ビニル共重合体、等の合成樹脂フィル
ム、紙あるいは紙と前記樹脂フィルムとの複合フィルム等が使用できる。
【００３４】
　セパレーター層１の厚みも特に限定されず、材質及びそれにより得られる可撓性を考慮
して貼付時等の良好な作業性が得られるように適宜選択することができ、例えば４～２５
０μｍのものが好ましく使用される。
【００３５】
上記の各層からなる本発明の転写型保護膜形成用シートにおいては、セパレーター層と粘
着層との間及び保護層とアプリケーター層との間が剥離可能なように積層されているが、
そのセパレーター層を剥離して粘着層を保護対象物上に貼付し、その後アプリケーター層
を剥離することにより、保護膜を形成する。従って、このような作業を行えるようにする
ためには、保護層とアプリケーター層との間の接着力がセパレーター層と粘着層との間の
接着力よりも大きいものとする。
【００３６】
本発明の転写型保護膜形成用シートにおいては、セパレーター層と粘着層との間の接着力
が、１８０°剥離試験において１０～１２０ｇ／ｉｎｃｈ、特に２０～８０ｇ／ｉｎｃｈ
とすることが本発明の転写型保護膜形成用シートを使用して保護被膜を形成する際の作業
上好ましい。
【００３７】
また保護層とアプリケーター層との間の接着力は同様に１８０°剥離試験において２０～
３００ｇ／ｉｎｃｈ、特に３０～２００ｇ／ｉｎｃｈとすることが好ましい。剥離力が３
００ｇ／ｉｎｃｈよりも大きくなると保護層表面に凝集破壊を生じやすくなるため、固体
樹脂層が表面光沢を失ったり、画像面から固体樹脂層が剥離したりする可能性がある。
【００３８】
　そして保護層とアプリケーター層との間の接着力がセパレーター層と粘着層との間の接
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着力よりも１０ｇ／ｉｎｃｈ以上、特に３０ｇ／ｉｎｃｈ程度以上大きいものとすること
が望ましい。この接着力の差が１０ｇ／ｉｎｃｈよりも小さいと、セパレーター層を粘着
層から剥離する際にアプリケーター層が剥離するおそれがある。
【００３９】
尚、上記の接着力は、各層を貼り合わせて引っ張り試験機にて１８０°の角度で常温にお
いて３ｃｍ／ｓｅｃの剥離速度で層を剥離するのに必要な力として求める。
【００４０】
各層間の接着力は各層を構成する樹脂の種類、組成等を変更することにより容易に調整で
きる。例えば、粘着層の凝集力を調節する上で最も有効な方法として、メタクリレートモ
ノマー、酢酸ビニル、スチレン、アクリロニトリル、アクリルアミド、メタクリルアミド
を共重合成分として用いることができる。
【００４１】
また粘着層の凝集力を調節する別の方法としては、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－
メチロールメタクリレート、ジアセトンアクリルアミド、ブトキシメチルアクリルアミド
を用いて架橋させることができる。さらに、水酸基含有モノマーを共重合させ、多価イソ
シアナート化合物によって架橋を行うこともできる。そのような水酸基含有モノマーとし
ては、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒド
ロキシブチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロ
ピルメタクリレート、ヒドロキシブチルメタクリレート、多価アルコ－ルのアクリル酸エ
ステル、多価アルコールのメタクリル酸エステル、アクリル酸エチルカルビトール、アク
リル酸メチルトリグリコール、２－ヒドロキシエチルアクリロイルホスフェート、プロポ
キシエチルアクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレートなどが用いられる。多価
イソシアナート化合物としては、トリレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシア
ナート、ジフェニルメタンジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート、キシリレン
ジイソシアナート、ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン、ジシクロヘキシルメタ
ンジイソシアナート、リジンジイソシアナート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアナ
ートおよびトリレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナートのアダクト体、
ウレタン変性体、アロファネート変性体、ビュレット変性体、イソシアヌレート変性体、
ウレタンプレポリマー（両末端がイソシアナート基であるオリゴマー化合物）などが用い
られる。
【００４２】
また、アクリル樹脂にカルボキシル基を導入し、エポキシ樹脂にて架橋することにより粘
着層の凝集力を調節することもできる。
【００４３】
アプリケーター層の保護層への接着力の調整は、例えば、アプリケーター層の貼付面をマ
ット処理、コロナ処理、火炎処理すること等により行うことができる。
【００４４】
上記の本発明の保護被膜形成用シートにおいては、保護層の滑性を向上させるためまたは
アプリケーター層との剥離性を向上させるために保護層中にシリコーン等の離型剤を添加
した場合に、離型剤が粘着剤層へ移行するのを防止するために、粘着層２と保護層３の間
に中間層を設けてもよい。
【００４５】
中間層は、主としてポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂等を単独または混合した樹脂か
らなるものとすることができ、必要に応じて塗布液の表面張力を低下させるための界面活
性剤や帯電防止性を付与するために導電剤を添加することができる。
【００４６】
上記のような構成を有する本発明の保護膜形成用シートは、まずアプリケーター層の保護
層用樹脂を必要に応じ各種添加剤と共に溶剤に分散または溶解させた塗工液をバーコーテ
ィング法、スプレーコーティング法、ロールコーティング法等の公知の塗布方法により塗
布して乾燥し、次に粘着剤層を塗布して乾燥し、最後にセパレータを貼り合わせることに
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より製造することが好ましいが、本発明の保護膜形成用シートの製造方法はこれに限定さ
れるものではない。
【００４７】
【実施例】
以下の実施例により、本発明をさらに詳細に説明する。
【００４８】
［実施例１］
厚さ約２６μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（Ｘ４５、東レ社製）上に下記組
成の保護層用塗布液をバーコーティングにより塗布し、乾燥後の厚さが約１０μｍの保護
層を形成した。
【００４９】
保護層用塗布液の組成
・塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂　　１０重量部
（ＶＹＨＤ、ユニオンカーバイド社製）
・エチルセルロース樹脂　　　　　　　　０．５重量部
（エトセルＳＴＤ４、日新化成社製）
・ニトリルゴム　　　　　　　　　　　　　　５重量部
（１４３２Ｊ、日本ゼオン社製）
・ＵＶ吸収剤　　　　　　　　　　　　　　　１重量部
（ＴＩＮＵＶＩＶＮ、日本チバガイギー社製）
・シリコーン　　　　　　　　　　　　　０．１重量部
（ペインタッド５４、ダウ・コーニング・アジア社製）
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　４０重量部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　４０重量部
【００５０】
さらに前記保護層上に乾燥後の厚さが８μｍとなるようにイソプロピルアルコール／ｎ－
ブタノールに溶解して作製したアクリル系粘着剤層用塗布液（ＳＫダイン１６０４Ｓ、綜
研化学社製）をバーコーティングにより塗布し、乾燥して粘着層を形成し、厚さ２５μｍ
のセパレーターシート（ＭＲＢ：ダイアホイルヘキスト社製）をラミネートして本発明の
転写型保護膜形成用シートを得た。
【００５１】
本発明の保護膜形成用シートのセパレーターシートを剥離し、露出した粘着剤層をインク
ジェット印刷によりインクジェット印刷用紙上に形成された画像上に貼付した後、アプリ
ケーター用フィルム（Ｘ４５）を剥離することにより、上記画像上に粘着層と保護層とか
らなり、厚さが約１８μｍの表面保護膜を形成した。
【００５２】
上記の表面保護膜は元の表示物の質感を殆ど損なわないものであり、また上記の保護層を
貼付した印刷物を直径２．５ｃｍ程度に丸めて屈曲させても保護層はしわを全く生じなか
った。
【００５３】
［実施例２］
厚さ約５０μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（Ｔ６０、東レ社製）上に下記組
成の保護層用塗布液をバーコーティングにより塗布し、乾燥後の厚さが約８μｍの保護層
を形成した。
【００５４】
保護層用塗布液の組成
・塩化ビニリデン共重合体　　　　　　　　５０重量部
（ＤＯ－８１９、呉羽化学工業社製、
固形分：５０重量％）
・シリコーン　　　　　　　　　　　　　０．２重量部
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（ＢＹＫ３４８、ビック・ケミー社製）
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５重量部
・メタ変性アルコール　　　　　　　　　　２５重量部
【００５５】
さらに前記保護層上に実施例１と同様に粘着層を設け、セパレーターシートをラミネート
して本発明の転写型保護膜形成用シートを得た。
【００５６】
本発明の保護膜形成用シートのセパレーターシートを剥離し、露出した粘着剤層をインク
ジェット印刷によりインクジェット印刷用紙上に形成された画像上に貼付した後、アプリ
ケーター用フィルム（Ｔ６０）を剥離することにより、上記画像上に粘着層と保護層とか
らなり、厚さが約１６μｍの表面保護膜を形成した。
【００５７】
上記の表面保護膜は元の表示物の質感を殆ど損なわず、また上記の保護層を貼付した印刷
物を直径２．５ｃｍ程度に丸めて屈曲させても保護層はしわを全く生じなかった。
【００５８】
［実施例３］
厚さ約４０μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（タマポリＧＦ１０５、タマポリ
エチレン社製）上に下記組成の保護層用塗布液をバーコーティングにより塗布し、乾燥後
の厚さが約１０μｍの保護層を形成した。
【００５９】
保護層用塗布液の組成
・アクリル樹脂　　　　　　　　　　　　　３０重量部
（アクリディックＡ－１９５、大日本インキ社製
固形分：４０重量％）
・ジオクチルフタレート　　　　　　　　０．７重量部
・ＵＶ吸収剤　　　　　　　　　　　　　０．５重量部
（ＴＩＮＵＶＩＶＮ、日本チバガイギー社製）
・シリコーン　　　　　　　　　　　　０．０２重量部
（ペインタッドＭ、ダウ・コーニング社製）
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　３０重量部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　３０重量部
・アノン　　　　　　　　　　　　　　　　１０重量部
【００６０】
さらに前記保護層上に実施例１と同様に粘着層を設け、セパレーターシートをラミネート
して本発明の転写型保護膜形成用シートを得た。
【００６１】
本発明の保護膜形成用シートのセパレーターシートを剥離し、露出した粘着剤層をインク
ジェット印刷によりインクジェット印刷用紙上に形成された画像上に貼付した後、アプリ
ケーター用フィルム（タマポリＧＦ１０５）を剥離することにより、上記画像上に粘着層
と保護層とからなり、厚さが約１８μｍの表面保護膜を形成した。
【００６２】
上記の表面保護膜は元の表示物の質感を殆ど損なわず、また上記の保護層を貼付した印刷
物を直径２．５ｃｍ程度に丸めて屈曲させても保護層はしわを全く生じなかった。
【００６３】
【発明の効果】
本発明の転写型保護膜形成用シートによれば、各種表示物上に表示物の質感を損なわず、
表示物を屈曲させてもしわを容易には生じない表面保護層を形成でき、本発明の転写型保
護膜形成用シートは、屈曲させて使用、保存等される表示物等の表面保護に特に適してい
る。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の転写型表面保護膜形成用シートの一実施例を示す概略断面図である。
【符号の説明】
１…セパレーター層
２…粘着層
３…保護層
４…アプリケーター層

【図１】
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